
 
 

第 3号議案 

２０２５年４月２３日 

第５０８回理事会 

 

ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託の実施について（案） 

 

２０２３年度及び２０２４年度に引き続き、２０２５年度のＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ活動を

実施する。継続したプロジェクトの品質・コスト・納期の評価及び指導と、活動による改

善効果を高めるための取組みを推進するにあたり、支援業務を外部委託により実施するた

め入札を実施する。 

 

１．調達 

（１） 業務委託期間 

契約締結（２０２５年６月中旬頃）～２０２５年１２月１９日（金） 

 

（２） 調達方式  

一般競争入札（総合評価落札方式）とし、技術点、価格点の内訳は以下の通り 

「総合評価点（ 200 点）＝技術（ 100 点）＋価格（ 100 点）」 

 

（３） スケジュール（予定） 

２０２５年 ４月２３日（水）       公告 

２０２５年 ５月 ２日（金）       入札説明会 

２０２５年 ５月 ７日（水）１７時迄    入札に関する問い合わせ締切 

２０２５年 ５月１３日（火）迄      問合わせに対する回答を公表 

２０２５年 ５月２０日（火）１５時必着 入札書提出締切 

２０２５年 ５月２２日（木）        技術審査 

２０２５年 ５月２８日（水）       落札者決定 

 

（４） 入札説明書 

入札説明書は、別紙 1入札説明書一式のとおり。なお、公告時にウェブサイト上で

開示する。 

 

２．落札者の決定および契約の締結 

総合評価結果に基づく落札者の決定および契約の締結については、別途理事会で議

決する。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

別紙１ 入札説明書一式 

（内訳：入札説明書、入札仕様書、応札資料作成要領、評価項目一覧、評価手順

書、質問票、機密保持契約書） 
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入 札 説 明 書  

電力広域的運営推進機関 

電力広域的運営推進機関の「ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託」に係る 

入札公告（２０２５年４月２３日付け公示）に基づく入札については、下記に定めるところによる。  

記  

１．競争入札を実施する事項  

（１）件 名       ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託  

（２）委 託 内 容  別紙仕様書のとおり。  

（３）調 達 方 式  一般競争入札（総合評価落札方式）  

（４）委 託 期 間  別紙仕様書のとおり。  

（５）入 札 方 法  入札金額は、「ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託」に関す 

      る総価で行う。  

                     なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければな

らない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたとき

は、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。  

  
２．競争参加資格  

（１）令和０７・０８・０９年度の競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」で等

級「Ｃ」以上の格付けをされている者であること。  

（２）各省各庁から指名停止又は一般競争入札資格停止若しくは営業停止を受けていない者であるこ

と。  

（３）入札説明会に参加した者であること。  

（４）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)第７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  

（５）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。  

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（但

し、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立て

がなされている者で、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けている者を除く）。  

（７）自己、自社若しくはその役員等（注１）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注２）でない者であること。 

（８）破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に定めるところの破壊的団体及びその構成員で

ないものであること。 

（注１）取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に関与している者。  

（注２）暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、暴力団又は暴力

団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力団員でなくなった時から５年を経過し

ない者等、その他これに準じる者。  

  
３．入札説明会の実施  

下記日時で入札説明会を実施する。入札を希望する者は、必ず参加すること。(不参加の場合は入札

できないものとする)  



日  時 ：２０２５年５月２日（金）１３時３０分～（３０分程度） 

参加資格 ：「２．競争参加資格」を満たす者  

その他 ：入札説明会は Web で実施する。参加を希望する事業者は４月３０日（水）１２時ま

でに「電力広域的運営推進機関 契約担当」まで事業者名及び連絡先を記載のうえ、メ

ールにて申入れること。なお、入札説明会までに通信状態の事前確認を実施する（別

途連絡）。 

  

４．入札者の義務  

この一般競争入札に参加を希望する者は、電力広域的運営推進機関が交付する仕様書に基づいて提

案書を作成し、これを入札書に添付して入札書の提出期限内に提出しなければならない。  

また、落札者決定までの間において電力広域的運営推進機関の職員から当該書類に関して説明を求

められた場合は、これに応じなければならない。なお、入札者の作成した提案書は電力広域的運営推

進機関において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を添付した入札書のみを落札決定の

対象とする。  

  
５．入札書・提案書・入札資格確認書類の提出期限、提出書類及び提出先  

提出期限： ２０２５年５月２０日（火）１５時必着で必要書類を郵送または持参すること。 

提出書類： ・入札書・・・別途封入すること  

・提案書・・・１部（別途電子媒体でも提出すること）  

・全省庁統一資格 資格審査結果通知書（写）  

・契約書（案）  

・適合証明書   

提 出 先： 〒１３５－００６１ 東京都江東区豊洲６－２－１５電力広域的運営推進機関 総務部

会計室 ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託 入札係  

  
６．技術審査のプレゼンテーションの日時 

２０２５年５月２２日（木） 

時間については、電力広域的運営推進機関より入札者に別途連絡の上調整 

 

７．競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。 

 

８．入札の無効 

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。  

①「２．競争参加資格」に示した競争参加資格のない者による入札  

②記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもってかえることができ

る。）を欠く入札  

③金額を訂正した入札  

④誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札  

⑤明らかに連合によると認められる入札  

⑥提案書が電力広域的運営推進機関の審査の結果採用されなかった入札  

⑦入札書提出期限までに到着しない入札  

⑧虚偽の提案をした入札  

⑨その他入札に関する条件に違反した入札  

  
９．落札者の決定方法  

電力広域的運営推進機関が設定する予定価格の制限の範囲内で、電力広域的運営推進機関が入札説

明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入

札者の中から、電力広域的運営推進機関が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとす

る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱

すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をも

って入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。  



 なお、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無い場合

は、各人に連絡の上、後日、再度入札を行う。  
 また、落札となるべき同総合評価点の入札をした者が２者以上あるときは、各人に連絡の上、当該入

札をしたものにくじを引かせて落札者を決定する。  
  

１０．入札保証金及び契約保証金 

 免除 

 

１１．契約書作成の要否 

 要 

 

１２．支払の条件 

 委託業務完了後、翌月末までに支払うものとする。 

 
１３．入札書等に使用する言語及び通貨 

入札書、提案書、技術審査のプレゼンテーション及び調査報告書等に使用する言語は日本語とし、

通貨は日本国通貨に限る。 

 

１４．落札決定の取消し 

落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札ではないことが判明

した時は、電力広域的運営推進機関は落札決定を取消すことができる。 

 

１５．見積条件  

① 入札仕様書３.(１)に示す項目ごとに可能な限り詳細に表記し、合計額を見積もること。 

② 見積金額には、本契約の履行に関して必要な一切の費用を含めること。 

  ③ 消費税及び地方消費税について明記すること。 

④ 別料金が発生するものについては条件等明記のこと。 

 

１６．その他  

 (１)競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やか

に書面をもって説明しなければならない。 

(２)本入札結果については、落札者との契約締結後、原則として、契約相手方、契約締結日及び契約

金額等の契約概要を公表する。 

(３) 本業務の実施に参考となる過去の関連業務の報告書等に関する資料については、機密保持誓約

書の提出と広域機関の許可を以て閲覧可能とする。 

(４)この入札に関して不明な点は、２０２５年５月７日（水）１７時までに下記問い合わせ先へ、電

子メールで問い合わせることができる。問い合わせへの回答は、２０２５年５月１３日（火）ま

でに電力広域的運営推進機関ウェブサイトの本入札公告上に開示する。  

   【問い合わせ先】 

電力広域的運営推進機関 総務部会計室（契約担当） 

メールアドレス：keiyaku@occto.or.jp  

   【ウェブサイト】 

トップ ＞ 調達情報 

 

以 上 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（様 式） 
 

 
 年 月 日 

 

電力広域的運営推進機関 御中  
 

 
 

住    所 
 

 
 

商号又は名称 
 

 
 

代 表 者氏 名              印 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

入 札 書 
 
 
 
 

入札金額 ￥                            
             ※消費税及び地方消費税を含む金額 

 
内訳   別添支出計画書のとおり。 

 

入札事項 ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託 
 
 

契約条項の内容及び貴機関「入札説明書」「入札仕様書」の内容を承知の上、入札いたし

ます。 



（別 添） 

支出計画書 

 
【参考例】                             （金額は税抜） 
 
＜２０２５年度作業に係る費用＞ 

区分 内訳 金額（円） 工数(人月) 積算内訳 

１．業務委託費 ・人件費 
 

z,zzz,zzz zz.z ・入札仕様書２．（１）に関わる費用 

・その他費用（必要な場合は具体的に記載） 

２．再委託費 ・人件費 z,zzz,zzz zz.z ・入札仕様書２．（１）に関わる費用 

・その他費用（必要な場合は具体的に記載） 

３．消費税及び

地方消費税 
 zz,zzz zz.z  

４．合計  z,zzz,zzz zz.z 「１．業務委託費」＋「２．再委託費」＋

「３．消費税及び地方消費税」 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ 

2025 年度活動の支援業務委託 

 入札仕様書（案） 

 

 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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１ 調達案件の概要 

(１) 調達件名 

ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ ２０２５年度活動の支援業務委託 

 

(２) 調達の背景 

電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」という。）は電力の安定供給という、国民の

生活に直結する重要な役割を担っており、業務の遂行にあたり複数の情報システムを運営し

ている。反面、組織としての歴史が浅く、情報システムの開発、改良時や運用中の品質、コス

ト、納期（以下、QCD）の評価と説明が適切に行われていない状態となっている。 

OCCTO-PMO は、広域機関における情報システムの開発、構築プロジェクトが、広域機関

内外に対してQCDの観点で適切に説明責任を果たし、さらに最適化によるコスト削減を目指

してプロジェクトを横通しで支援する組織である。当面の活動として、QCD に関わる評価指標

を定義し、活用のためのガイドライン等を整備しつつプロジェクトで実効性を検証、改善を繰

り返して、定着させることを目指している。 

現状は広域機関内において QCD 評価の実効性向上のためのノウハウが不足していると

考えるため、外部からもナレッジやデータを取り入れつつ広域機関に適した活動となるよう整

備を行っていくものである。 

 

(３) 調達目的 

2023 年度活動では品質、コストを定量的に評価するための指標値を仮説として定義し、活

用のためのガイドラインを策定した。2024 年度はこの指標値及びガイドラインを活用し、プロ

ジェクトの評価と評価結果による指導を繰り返すことにより、一定の効果を得ることができた。 

2025 年度活動では、活動による効果をより高めるために取組みを強化し、プロジェクト評

価による説明力の向上を目指す。これにあたり、具体的な取り組み内容の検討と実践に向け

た準備、実践及び実践の成果から、本活動自体の実効性を示しつつ、より効果を出せるよう

活動内容を適宜見直し、改善を継続する。 

また本活動に伴う業務量が増加傾向にあり、プロジェクト評価の適時対応に支障が出る恐

れがあるため、急ぎ作業の効率化を進める必要がある。 
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(４) 活動計画 

2025 年度までの活動計画概要を図２に示す。 

2023年度に各プロジェクトから実績情報を収集し、評価・分析を行い、指標値(仮説含み)を

定義し、活用するためのガイドラインを策定。 

2024 年度：上記 2023 年度の成果を活用し、プロジェクトの評価を実施し、プロジェクトへフ

ィードバックを行う。評価の都度補正し、有効性を確認しつつ改善を重ねる。また 2023 年度

に対象外とした残課題について、実態を確認・分析の上、対策立案とガイドライン化を行い、

実践によりブラッシュアップする。プロジェクト評価により見えてきた課題等に対し、必要に応

じてルールやツール等の整備を行った。 

2025 年度：QCD に関するプロジェクト評価、および改善の活動を継続するが、実効性を高

めるために取組みを強化する。最終的に実現した効果を検証した活動成果をまとめ、以降は

内製化した体制において横通しでプロジェクトを継続的にモニタリングし、指導を実施する活

動へシフトすることを想定している。 

2026 年度以降：継続的なプロジェクト評価と指導、及び改善 

 

図２．3 カ年活動計画概要案 

 

(５) 作業スケジュール案（2025 年度） 

本委託で想定している作業スケジュール案を図３に示す。提案ではより合理的な進め方を検

討いただき、詳細化したスケジュールとして提示いただきたい。 
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図３．2025 年度作業スケジュール（案） 

 

(６) 業務・情報システムの概要 

広域機関は、電力の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国で平

常時・緊急時の需給調整機能を強化するため、専門的知見と強い事業者間調整機能を有

する組織として 2015 年 4 月に全ての電気事業者に加入義務のある認可法人として設立さ

れた。その後、広域機関は電力の安定供給を目指して役割を広げ、それに伴って業務が拡

大してきている。組織としては発展途上にあるものの、運営する情報システムは社会的な

影響が大きい重要システムが複数存在している。現在広域機関が所掌しているシステムの

概要を表２に示す。  

 

表２. 広域機関が所掌するシステム（主なもの） 

システム名 規模 稼働時期 開発・構築環境 

広域機関システム 大 2015 年 オンプレ 

広域予備率 Web 公表システム 小 2022 年 クラウド 

スイッチング支援システム 中 2016 年 オンプレ 

OA システム 大 2015 年 オンプレ 

容量市場システム 

（一次開発） 

中 2020 年 クラウド 

容量市場システム 

（実需給期間向け） 

大 2024 年 クラウド 
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再エネ業務統合システム 中 2022 年 クラウド 

FIT 納付金・交付金システム 中 2022 年 クラウド 

再エネ入札システム 小 2022 年 クラウド 

会員情報管理システム 小 2020 年 クラウド 

ユニット別発電実績更改システム 小 2023 年 クラウド 

大：初期費 10 億円以上、中：初期費 10 億円未満 1 億円以上、小：初期費 1 億円未満 

 

(７) 契約期間 

契約締結日から 2025 年 12 月 19 日（金）まで 

  



7 
 

２ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 

(１) 調達範囲 

１．（３）に記述されている問題解決を目的とし、１．(４)及び１．(５)に記述されている活動

計画を実行するために必要な人員を調達する。（管理責任者+担当者１名程度を想定。た

だし本機関事務所への常駐やフルタイムでの勤務を求めるものではない） 

 

(２) 調達案件及びこれと関連する調達案件 

表３に調達案件、調達の方式、および実施時期を示す。 

表３．調達案件及びこれと関連する調達案件 

調達案件名 調達方式 入札時期 

ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年

度活動の支援業務委託 

一般競争入札（総

合評価落札方式） 

2025 年 4 月 23 日入札公告 

2025 年 5 月 28 日落札者決定 

関連する調達案件はなし 

 

(３) 調達案件間の入札制限 

本案件は本機関が扱う情報システムのすべての案件に係るものであり、入札に伴う制限

については６．（３）に記載する。 

 

３ 作業の実施内容 

(１) 作業内容と役割分担 

本委託の作業内容と役割分担を表４に示す。 

 

表４．作業内容と役割分担（案） 

No. 作業名 作業内容 

広域機関 委託先 

ⅰ プロジェクト評価活動

計画策定 

レビュー・承認、 

計画書作成支援 

各案件の開発スケジュールを考慮した活動

計画の作成 

ⅱ プロジェクト評価 上記計画に従

い、共同で行う 

評価結果からプ

ロジェクトへ改善

の指摘、指導を

行う 

プロジェクトと協力し、各案件の品質・コスト

をガイドラインに従って評価 

評価活動の過程で、課題解決に向けて有効

と思われる指標や施策等が新たに発生した

場合は、検討の上スケジュール化を行い、

試行～改善を行う 

ⅲ プロジェクトの納期管

理支援 

計画書に従い、

協働で行う 

納期管理ガイドラインに従い、プロジェクトの

進捗管理資料を確認し、適宜遅延リスクの
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判定と指導を行う 

ⅳ 実効性検証 レビュー・承認 

関係他部門との

窓口 

対象プロジェクトで実践したデータを収集、

分析の上、本活動の実効性を定量的に検証

する手法を検討、評価を実施する 

ⅴ 品質評価ルールの統

一化推進 

システム毎に異なっている評価基準や報告

内容を、プロジェクトと協力し可能な限り統一

化を図る 

ⅵ 入札案件、インフラ、

運用保守案件のコスト

評価用ツール類整備 

入札案件で活用できる仕様書ひな形の整

備、インフラ・運用保守案件のコストを定量

的に評価する手法や指標を整備する 

入札案件ではガイドラインに従い、仕様書の

記載内容のチェックを行う 

ⅶ システム特性を踏まえ

たコスト評価指標の整

備 

システム毎のコスト評価データを分析し、個

別に評価指標を整備する 

ⅷ PJ 評価作業の効率化 QCD 評価作業の効率化を行い、作業負荷

の軽減を図る 

ⅸ QCD 評価プロセスの

改善 

PJ 評価活動が効果的に行われるように適

宜評価プロセスの見直しを行う 

ⅹ 課題管理・対策 連絡・調整、レビ

ュー・承認 

活動中、発覚した課題の管理、及び必要に

応じての対策立案と実行 

ⅺ 2025 年度活動の総括 2025 年度活動の成果を整理し、実効性を検

証した結果について報告資料作成と報告 

ⅻ 2026 年度活動計画案

の策定 

2026 年度の活動計画案検討、計画書案の

作成 

xiii プロジェクト運営 議事録、プロジェクト管理資料（進捗・課題・

リスク等が記載されたもの）の作成 

 

(２) 定例会等の実施 

 受注者は、定例会を毎週開催するとともに、業務の進捗状況をプロジェクト評価活動

計画に基づき報告すること。 

 広域機関から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を

作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。 

 受注者は、会議終了後、3 日以内（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律

（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）を除く。）に議事録を

作成し、広域機関の承認を受けること。 



9 
 

 また日々の作業効率化を目的とし、日次での情報共有(朝会)を想定している。 

 

(３) 成果物 

 成果物名 

本委託業務の成果物を表５に示す。 

 

表５．成果物一覧 

No. 成果物 概要 

ⅰ プロジェクト評価計画

書 

対象プロジェクトの開発工程を考慮した、「指標値」「活用ガイ

ドライン」のプロジェクトでの実践計画書 

ⅱ プロジェクト評価結果 プロジェクトのQCDを評価した結果のエビデンス（各種チェック

リスト等） 

ⅲ ガイドライン/チェックリ

スト等、改訂版 

プロジェクト評価結果から必要に応じて各ガイドライン、及びチ

ェックリストの内容を改修し、改版を行う 

対象：品質管理ガイドライン/コスト管理ガイドライン/納期管理

ガイドライン、および関連するチェックリスト、手順書 

ⅳ 課題管理表 プロジェクトでの実践により見えてきた課題の管理表 

ⅴ 2025 年度活動報告書 2025 年度の活動を総括したもの、及び 2026 年度以降の活動

計画が記載された資料一式 

ⅵ プロジェクト運営資料 議事録、プロジェクト管理資料（進捗・課題・リスク等が記載さ

れたもの）、作業実績報告書 

 

 成果物の納品方法 

・ 成果物は、全て日本語で作成すること。 

・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領（昭和 27 年４月４

日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知）」を参考にすること。 

・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考に

すること。 

・ 成果物は電磁的記録媒体により作成し、広域機関から特別に示す場合を除き、１

部を納品すること。 

・ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 又は PDF のファイル形

式で作成し、CD-R 等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。 

・ 納品後、広域機関において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納

品すること。 

・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、広域機関の承認を

得ること。 



10 
 

・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすること

のないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意

すること。 

・ 電磁的記録媒体により納品する際は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確

認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対

処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定義パ

ターンバージョン、確認年月日）を記載したラベルを貼り付けること。 

 
 成果物の納品場所 

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、広域機関が納品

場所を別途指示する場合はこの限りではない。 

〒135-0061 

東京都江東区豊洲 6-2-15 

電力広域的運営推進機関 総務部情報システム室 
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４ 作業の実施体制・方法 

(１) 作業実施体制 

 作業実施に当たり、必要な規模の体制を示すこと。 

 適切な体制かどうかを判断するため、要件として求めている資格等を有するメンバ

が分かるように記載する。 

 作業体制の品質確保のため、管理責任者が業務終了まで継続して遂行すること、万

一交代する場合は同等以上の資格及び経験等を有する人物が担当するものとして、

広域機関に事前に承認を得ること。 

 業務遂行上の作業内容調整については、受注事業者の管理責任者と広域機関が

適宜協議して決定することとする。 

 作業遅延等の理由により適切な業務の遂行が期待できないと広域機関が判断し、

要員の変更を含む体制等に係る改善要求があった場合には、これに従うこと。 

 実施体制は図４に示す体制を想定している。管理責任者、担当者を確保すること。 

 

  

図４．本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制 

 

表６．本業務における組織等の役割 

組織等 本業務における役割 

ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯチー

ム 

本業務を委託する。本業務受注者が求める情報があれば必要に応

じて提供する。 

受注者 本業務を実施する。 

 

表７．本業務受注者に求める作業実施体制の役割 

役職等 本業務における役割 

管理責任者 広域機関と交渉などを行い、作業者に具体的な指揮命令を出

して現場を管理する。 

担当者 管理責任者の指示を受けて業務を遂行する。 
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(２) 作業要員に求める資格等の要件 

管理責任者は、本仕様書に示す業務全体に対する責任者とし、広域機関と交渉・調整を

行いつつ、担当者への指揮命令を行う役割とする。 

担当者については、委託する業務の特性上、プロジェクトマネジメント業務、もしくは PMO

経験年数が 3 年以上あること、または同等の経験があることとする。 

 

(３) 作業場所 

 原則、広域機関の新豊洲事務所での実施を想定しているが、状況に応じてオンライ

ンや受注事業者の事務所での作業も可とする。事前に作業内容と作業場所につい

て広域機関の承認を得ること。 

 本業務は、広域機関が貸与するノートパソコンで実施すること。情報の共有にあたっ

ては、広域機関が提供するメール機能またはファイルサーバを使用すること。情報

の持ち込みはメール、または外部記憶媒体で実施すること。原則、情報の持ち出し

は認められない。 

 新豊洲事務所で作業する場合において、本業務に間接的に必要となるもの（執務ス

ペース、ロッカー、光熱費等）については広域機関が無償提供するものとする。 

 定例会やレビューなどの会議体は、対面またはオンラインで実施する。作業に必要

となる設備、備品及び消耗品等については、受注事業者の責任において用意する。

また、協議の上で必要に応じて広域機関が現地確認を実施する。 

 

(４) 作業の管理に関する要領 

受注者は、広域機関が承認したプロジェクト計画の作業体制、スケジュール、推進方針等

に従い、プロジェクト管理を実施すること。 

本委託内容のプロジェクト管理にあたり、進捗管理、課題管理、リスク管理について最適

と思われる方法を提案いただきたい。また会議体は前項（３）の内容を想定しているが、受

注者が必要と考えるコミュニケーション管理方法を提案いただきたい。 

 

５ 作業の実施に当たっての遵守事項 

(１) 機密保持、資料の取扱い 

 広域機関における情報管理規程等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキ

ュリティ要件を遵守すること。 

 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。 

(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。 

(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 

(ウ) 管理台帳等により適切に管理し、持出しを禁止すること。 

※ただし、資料の持ち出しや関係者外に開示の必要性がある場合は、持ち出し
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若しくは開示の方針や漏えいの防止策を明示し広域機関の承認を得る。 

(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万

一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任

を負うこと。 

(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い

復元不可能な状態にすること。 

(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めるこ

とや、必要に応じて広域機関による実地調査が実施できること。 

(キ) 委託業務の一部を他の者に再委託し、再委託先に秘密情報を開示することとな

る場合は、あらかじめに書面をもって広域機関に届け出た上で、再委託先にも

上記と同様の制限を課して契約すること。 

 上記以外に、（５）セキュリティ要件に基づき、作業を行うこと。 

 

(２) 個人情報の取扱い 

 個人情報の取扱いに係る事項について広域機関と協議の上決定し、書面にて提出

すること。なお、以下の事項を記載すること。 

(ア) 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任

者等の管理体制 

(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項目、検査結果にお

いて問題があった場合の対応等） 

 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義

務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施

し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、広域機

関の了承を得たうえで実施すること。 

 個人情報を複製する際には、事前に広域機関の許可を得ること。なお、複製の実施

は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように

破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、

その保証をすること。 

 受注者は、本業務を履行する上で個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）の漏えい等安全確

保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため

必要な措置を講ずるとともに、広域機関に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の

措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。 

 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約
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解除の措置を受けるものとする。 

 

(３) 法令等の遵守 

 作業方法等について広域機関の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、

作業する。 

 受注事業者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行

為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の

関連する法令等を遵守する。 

 

(４) 規程等の説明等 

情報セキュリティ対策規程等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要

件を遵守すること。 

 

(５) セキュリティ要件 

 受注事業者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施する。また、その実施内容

及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出する。 

 広域機関から提供する情報の目的外利用を禁止する。 

 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されている。 

 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、広域機関へ報

告する。 

 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、広域

機関の承認を受けた上で実施する。 

 広域機関が求めた場合に、協議の上で速やかに情報セキュリティ監査を受入れる。 

 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に

対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記

載された措置の実施を担保する。 

 広域機関から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法

にて行う。広域機関から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に

返却、又は抹消し、書面にて報告する。本業務において、情報セキュリティインシデ

ントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに報告して広域機

関からの指示に従う。 

 サプライチェーンリスク対策について、本業務の契約に先立ち、事前に、受注者の資

本関係・役員の他社の役職との兼任に関する情報、委託業務の実施場所、委託業

務従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国

籍に関する情報を本機関に書面にて報告すること。ただし、委託業務従事者に関す

る情報は、個人単位（名指し）である必要はない。 
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利用する製品・サービス等に対し、受注者が定めたセキュリティ確保のための基準

等が整備されており、その基準等が当該利用する製品・サービスに適用されている

こと。また、それらを証明する資料を提出すること。 

 

 本委託業務に関連して開示する広域機関の秘密情報の厳正な情報管理を維持する

ため、以下の点に留意し、情報セキュリティを確保するものとすること。 

(ア) 委託業務の実施に関して知りえた広域機関の情報(以下「秘密情報」という)を秘

密として保持し、これを広域機関の書面による事前の承諾なく関係者外に開示・

漏洩してはならない（受注事業者の社員であっても本プロジェクト参加者以外が

閲覧することを禁ずる）。 

(イ) 委託業務遂行の目的以外で秘密情報を使用してはならない。 

(ウ) 本委託業務の契約に先立ち事前に、業務に係る情報セキュリティ対策及び管理

体制について、本機関に書面をもって提出すること。 

(エ) 秘密情報の漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあること

を知った場合は、直ちにその旨を広域機関に書面をもって報告すること。また、事

後対策等について、広域機関と協議すること。 

(オ) 広域機関から提供された秘密情報が業務終了等により不要になった場合には、

確実に返却し又は廃棄すること。 

(カ) 本業務の一部を他の者に再委託し、再委託先に秘密情報を開示することとなる

場合は、あらかじめに書面をもって本機関に届け出た上で、再委託先にも以上と

同様の制限を課して契約すること。 

 

６ 成果物の取扱いに関する事項 

(１) 知的財産権の帰属 

 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第 21 条

から第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、受注者が本調達の実施の従前から

権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と

示されたもの以外は、全て広域機関に帰属するものとする。 

 広域機関は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、

改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示

できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及び

これらの利用を第三者に許諾すること（以下「複製等」という。）ができるものとする。

ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により広域機関がその業

務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、

この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について

協議するものとする。 
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 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及

び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、

当該既存著作物の内容について事前に広域機関の承認を得ることとし、広域機関

は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕

様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専

ら広域機関の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理

すること。この場合、広域機関は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、

必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

 本件プログラムに関する権利（著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を

含む。）及び成果物の所有権は、広域機関から受注者に対価が完済されたとき受注

者から広域機関に移転するものとする。 

 受注者は広域機関に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三

者をして行使させないものとする。 

 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に

十分配慮し、これを行わないこと。 

 

(２) 検収 

 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに広域機関に内容の説明を

実施して検収を受けること。 

 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修

正、改修、交換等を行い、変更点について広域機関に説明を行った上で、指定され

た日時までに再度納品すること。 

 

(３) 入札制限 

  本案件の活動は、広域機関が運営する情報システムの仕様やプロジェクトのコスト情報

等に直接触れることになり、独立性・客観性が必要となる。そのため現在(2025年 4月時点)

当機関とシステムの設計開発業務や運用保守業務の委託契約を締結している事業者は 

(関連企業含む)は本案件への入札制限の対象とする。 

  また公平性・中立性の観点から、本業務の委託事業者は、契約締結から契約終了後１年

の期間において、本機関が公告する開発プロジェクトへの入札ができないものとする。また

制限となる期間の終了後においても、必要に応じて個々の案件毎に入札可否を検討し、調

達仕様書等において示すものとする。 

 

７ 再委託に関する事項 

(１) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 



17 
 

 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 

 受注者における管理責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはでき

ない。 

 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 

 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 

 

(２) 承認手続 

 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あら

かじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、

再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を広

域機関に提出し、あらかじめ承認を受けること。 

 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委

託に関する書面を広域機関に提出し、承認を受けること。 

 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合（以下

「再々委託」という。）には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに

再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 

 

(３) 再委託先の契約違反等 

委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を

怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、広域機関は、当該再委託先への再

委託の中止を請求することができる。 

 

８ その他特記事項 

(１) 前提条件等 

本業務受注後に本仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の

内容、理由等を明記した書面をもって広域機関に申し入れを行うこと。双方の協議におい

て、その変更内容が軽微（委託料、納期に影響を及ぼさない）かつ許容できると判断された

場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確

定する。 

 

(２) 入札公告期間中の資料閲覧等 

本業務の実施に参考となる過去の関連業務の報告書等に関する資料については、機密

保持誓約書の提出と広域機関の許可を以て閲覧可能とする。閲覧にて知り得た内容につ

いては、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が

漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこ

と。 
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(３) その他 

この入札に関して不明な点は、2025 年 5 月 7 日（水）17 時までに下記問い合わせ先へ、

電子メールで問い合わせることができる。問い合わせへの回答は、2025 年 5 月 13 日（火）

までに電力広域的運営推進機関ウェブサイトの本入札公告上に開示する。  

 

 

【問い合わせ先】 

電力広域的運営推進機関 総務部会計室（契約担当） 

メールアドレス：keiyaku@occto.or.jp  

 

【ウェブサイト】 

トップ ＞ 調達情報 

 

以 上 
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本書は、「ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託」に係る応札資料(評価
項目一覧及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。 

 

 

第１章 電力広域的運営推進機関が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料 

電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」）は応札者に以下の表１に示す資料を提示す

る。応札者は、それを受け、以下の表２に示す資料を作成し、広域機関へ提出する。 
 

 

[表１ 広域機関が応札者に提示する資料] 
 

資料名称 資料内容 

① 仕様書 「ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託」の
委託内容を記述（業務委託の目的・内容等） 

② 応札資料作成要領 応札者が評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要を
記述 

③ 評価項目一覧 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項
目の区分、得点配分等を記述 

④ 評価手順書 広域機関が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、
総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述 

 
[表２ 応札者が広域機関に提示する資料] 

 

資料名称 資料内容 

① 入札書 入札説明書添付様式に必要事項を記載する 
別添の支出計画書については参考例にならって作成の上、添
付する 

② 提案書 仕様書に記述された作業実施内容をどのように実現するか、
作業実施体制は十分かを説明したもの。主な内容は以下のと
おり 
・業務委託の内容、実施体制等 
・業務実施計画 
・業務委託従事予定者の専門性、類似事業実績 
・組織としての専門性、類似事業実績 
・補足資料等 

③ 適合証明書 入札資格を満たしていることを証する書面 

④ 全省庁統一資格 資
格審査結果通知書
（写） 

令和０７・０８・０９年度の競争参加資格（全省庁統一資
格）において、「役務の提供等」で等級「Ｃ」以上の格付け
をされている者であることを証明する資料の写し 

⑤ 評価項目一覧の提案
書頁番号欄に必要事
項を記入したもの 

仕様書に記述された要件一覧を達成するか否かに関し、提案
書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの 

⑥ 契約書（案） 本業務を受託した際の契約書(案) 
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第２章 評価項目一覧に係る内容の作成要領 

２．１ 評価項目一覧の構成 
 評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に示す。 

 

 

[表３ 評価項目一覧の構成の説明] 

 

評価項目一覧

における項番 

事項 概要説明 

１、２ 提案要求事項 提案を要求する事項。これらの事項については、応

札者が提出した提案書について、各提案要求項目の

必須項目および任意項目の区分け、得点配分の定義

に従いその内容を評価する 

 

２．２ 提案要求事項 

評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。応札者は、別添

「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載するこ

と。提案要求事項の各項目の説明に関しては、表４を参照すること。 

 

[表４ 提案要求事項上の各項目の説明] 
 

項目名 項目説明・記入要領 記入者 

大項目～ 

小項目 
提案書の目次（提案要求事項の分類） 

広域機関 

提案要求事項 応札者に提案を要求する内容 
広域機関 

評価区分 

必ず提案すべき項目（必須）又は必ずしも提案する必要

は無い項目（任意）の区分を設定している。各項目につ

いて、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う 

広域機関 

得点配分 各項目に対する最大加点 
広域機関 

提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する 
応札者 
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第３章 提案書に係る内容の作成要領及び説明 

３.１ 提案書の構成及び記載事項 

以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したものおよび求めら

れる提案要求事項の概要を示す（表５）。 

提案書は、表５の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述するこ

と。なお、目次および要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。 

 

[表５ 提案書目次] 
 

提案書 

目次項

 

大項目 提案要求事項の概要説明 

１ 
業務委託の目的、内

容 
業務委託の背景と目的、内容及び実施方法等 

２ 
プロジェクト管理及

び実施体制 

スケジュール、実施体制と役割分担、組織及び業務委託従事

予定者の専門性・実績、業務委託遂行のための経営基盤・管

理体制等、進捗管理、課題管理、コミュニケーション管理 

 

３．２ 提案書および契約書（案）様式 

① 提案書の様式は自由とする。なお、最低限別添の「評価項目一覧」に記載の項目

（詳細は評価項目一覧を参照）を提案書に含めなければならない。 

② 提案書および評価項目一覧はＡ４判カラーにて、１部印刷し、特別に大きな図面等

が必要な場合には、原則としてＡ３判にて提案書の中に折り込む。 

提出物は、上記の紙資料とともに、電子媒体でも提出する。その際のファイル形式

は、原則として、ＭＳ-Ｗｏｒｄ、ＭＳ-ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、ＭＳ-Ｅｘｃｅｌ又

はＰＤＦ形式とする（これに拠りがたい場合は、広域機関まで申し出ること。）な

お、契約書（案）は、ＭＳ-Ｗｏｒｄ形式とする。 

③ 技術審査における審査者の負荷軽減のため、提案書の本編は５０頁以内とする。 

 

３．３ 応札者による提案書の説明（プレゼンテーション） 

① 応札者は、広域機関に対し自らの提案内容の説明を行う。 

② 当該説明に当たっては、広域機関が指定する場所（Web会議を含む）にてプレゼン

テーションを行うこととし、その際には、原則としてプロジェクト・リーダーに該

当する者が実施する。 

③ 当該プレゼンテーションの日時等については、入札締切（提案書提出期限）後に広

域機関と応札者とで別途調整する。また、プレゼンテーションの時間は、現時点で

は１社あたり４５分程度（発表３０分、質疑応答１５分程度）を想定している。 

④ プレゼンテーションにあたっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書

とは別に要約版資料を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。 

 
３．４ 留意事項 

① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくて

も評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付す

る。 

② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書

中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの（製品紹介、パンフレッ
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ト、比較表等）を添付する。 

③ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための

資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資

料の対応が取れるようにする)。 

④ 広域機関から連絡が取れるよう、提案書には連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、及び

メールアドレス）を明記する。 

⑤ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙の質問状に必

要事項を記載の上、２０２５年５月７日（水）１７時までに下記問い合わせ先へ、

電子メールで問い合わせる。 

【問い合わせ先】 

 電力広域的運営推進機関 会計室（契約担当） 

 メールアドレス：keiyaku@occto.or.jp 

⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと広域機関が判断し

た場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明

等を求める場合がある。 

  

mailto:keiyaku@occto.or.jp
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第 4章 提案書に関する留意事項 

評価項目一覧の内部用評価基準を参考に、以下事項に留意し提案書を作成すること。 

 

４．１ 業務委託目的、業務委託内容と実施方法 

   具体的に記載すること。 

 

４．２ 業務委託実施計画 

確実に成果をあげるために、応札者が行う業務委託実施計画（作業内容・スケジュ

ール）について主要なマイルストーンを記述し、スケジュールを具体的に記載するこ

と。 

 

４．３ 業務委託実施体制、プロジェクト運営 

（１）実施体制 

業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当数、個々の業務の担

当を明確に記載すること。 

また、業務委託実施方法を実現するために必要な工数を記載すること。なお、工数

の記載に当たっては業務委託実施計画の内容と整合させること。 

（２）組織としての専門性、類似事業実績 

組織として本業務委託に関する専門知識、過去の類似事業（自社以外の企業、民間

団体、政府官公庁等）実績等について記載すること。また、従事実績については、件

名ごとに以下の事項を記載することとし、一覧での提出も可とする。 

・相手先（実名が記載できない場合は、相手先がイメージできる記載を行うこと） 

・実施年度 

・概要 

・規模 

（３）業務委託従事予定者の専門性、類似事業実績 

業務委託従事予定者の本業務委託に関する専門知識、類似事業実績について記載す

ること。なお、具体的には、以下の事項を記載することとし、一覧での提出も可とす

る。 

・業務担当者名 

・類似事業実績（顧客の業種、実施業務やその内容）等 

（４）業務委託遂行のための経営基盤、情報管理体制 

事業を円滑に行うための経営基盤、情報管理体制について記載すること。 

 （５）業務委託遂行のための進捗管理 

全体業務を管理するため、管理方法について記載すること 

（６）業務課題を共有するための課題管理 

プロジェクトの課題を共有するため課題管理方法について記載すること 

（７）業務委託遂行のためのコミュニケーション管理 

業務を円滑に行うためコミュニケーション方法について記載すること 

 

第５章 別紙 

５．１ （別紙１）適合証明書 

以上 



電力広域的運営推進機関
ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託

区分
入札説明書
記載箇所

適合※１ 補足※２

2（１）

2（２）

2（３）

2（４）

2（５）

2（６）

2（７）

2（８）

適合証明書

※１　適合については，“○（要件を満たしている）”，“△（条件付きで要件を満たしている，代替手段で要件を満たす）”，“×（要件を満たしていない）”で記述をお願いします。また，“△”を記入した場合は，補足欄に
説明をご記入ください。
※２　補足すべき事項がある場合は，その内容を補足欄に記入してください。また，各機能の適合を証する添付資料を同封し、提出をお願いします。

機能

令和０７・０８・０９年度の競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」で等級「Ｃ」以上の
格付けをされている者であること。

予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（但し、会社更生法に基づく更生手続開始
の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者で、手続開始の決定後、競争参加資格
の再認定を受けている者を除く）。

各省各庁から指名停止又は一般競争入札資格停止若しくは営業停止を受けていない者であること。

予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合
に該当する。

自己、自社若しくはその役員等（注1）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴
力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注2）でない者であること。
（注１）取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に関与している者。
（注２）暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、暴力団又は暴力団員と社会
的に非難されるべき関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者等、その他これに準じる
者。

入札説明会に参加した者であること。

入
札
資
格

破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に定めるところの破壊的団体及びその構成員でないものであるこ
と。

御社名

㊞

５．１（別紙１）適合証明書



評価項目一覧（提案要求事項一覧 ） 電力広域的運営推進機関

大項目 中項目 小項目

合
計

基
礎
点

加
点

基礎点 加点

1.1.1
・入札仕様書に示す目的・効果を踏まえ、本業務委託における応札事業
者の理解について記載を求める。

１　調達案件の概要
　(２) 調達の背景
　(３) 調達目的

3 3 0
・業務委託の目的が、電力広域的運営推進機関の業務委託目的に合致
しているか。

-

1.2.1
・プロジェクト評価、及び指導等の実績から、OCCTO-PMOの活動がプロ
ジェクトのQCD適正化に対して達成した成果を定量的に検証する手法につ
いて、取り組み案（事例）の記載を求める

３　作業の実施内容
　表４ ⅳ 実効性検証 15 5 10

・提案内容が、業務委託内容と整合しているか。
・業務委託実施方法が具体的かつ妥当性が認められるか。

・実践による効果の測定方法についての提案があるか。
・測定方法が事例を基に書かれており、妥当性が認められるか。

1.2.2
・品質、コスト、及び納期管理ガイドラインに従った活動について、（仕様書
等に記載されているもの以外で）より実効性を高めるための取り組み案
（事例）について、記載を求める

３　作業の実施内容
　表４ ⅱプロジェクト評価～ⅳ 実効性検証 10 0 10

- ・事例を基に具体的に書かれており、妥当性が認められるか。

1.2.3 ・品質、コスト、及び納期管理ガイドラインに従った活動にあたり、プロジェク
ト評価作業の負荷軽減を目的とした効率化手法（事例）について、記載

３　作業の実施内容
　表４ ⅱ プロジェクト評価、ⅷ　PJ評価作業の効率化 13 3 10 ・提案内容が、業務委託内容と整合しているか。

・業務委託実施方法が具体的かつ妥当性が認められるか。
・提案された手法に工夫があり、実現に妥当性が認められるか。

1.2.4 ・インフラ、運用保守プロジェクトを定量的に評価するための手法やツール
等の整備について、記載を求める

３　作業の実施内容
　表４ ⅵ入札案件、インフラ、運用保守案件のコスト評価用ツール類整備 13 3 10 ・提案内容が、業務委託内容と整合しているか。

・業務委託実施方法が具体的かつ妥当性が認められるか。
・事例を基に具体的に書かれており、妥当性が認められるか。

1.2.5 ・OCCTO-PMOの活動方針への提言と、そのために次年度以降に実施す
べきことについて、最終報告としてまとめるプロセスの記載を求める。

３　作業の実施内容
　表４ⅺ 2025年度活動の総括～ⅻ2026年度活動計画案の策定 10 3 7 ・最終報告をまとめるプロセスが具体的に記載されており、妥当性が認めら

れるか。
・提案されたプロセスに工夫があり、実現に妥当性が認められるか。

2.1.1
・本調達のスケジュールを理解したうえで、応札事業者の作業スケジュールの
記載を求める。
・計画したスケジュールにおける実現性のポイントについて記載を求める。

１　調達案件の概要
　(５) 作業スケジュール 7 3 4

・作業スケジュールが記載されているか。 ・作業スケジュールがWBSで具体的・詳細に記載されており、実現性が認
められるか。

2.2.1

・実施体制及び要員の経歴・資格等の記載を求める。
・本調達の作業実施体制及び資格要件を理解したうえで、目的を達成可
能な実施体制・作業要員及び有する業務経歴・経験等の記載を求める。

４　作業の実施体制・方法
　(１) 作業実施体制
　(２) 作業要員に求める資格等の要件

7 2 5

・実施体制及び要員の経歴・資格等が記載されており、業務委託従事予
定者が3年以上のプロジェクトマネジメント業務、もしくはPMO業務の経験、
あるいは同等の経験を有しているか。
・業務委託の実施体制図及び役割が、業務委託内容と整合しているか。

・業務委託従事予定者が複数システムの開発経験を有しているか。
・業務委託従事予定者は、複数のシステム開発、プロジェクトマネジメント業
務、および指標検討・作成、適用の業務に取り組んだ実績・経験、或いは
同等の知見を有しているか。

2.2.2

・業務委託内容にを遂行する上で、組織として蓄積された専門知識・ノウハ
ウ等の記載を求める。

４　作業の実施体制・方法
　(１) 作業実施体制
　(２) 作業要員に求める資格等の要件 7 2 5

・組織として蓄積された知見やノウハウが、実績として記載されているか。
・組織としてQCDに関わるデータやナレッジを蓄積していて、支援を受けられ
る体制となっているか
・スケジュールに沿った柔軟な体制構築等、必要とするコストに合理性がみら
れるか

・複数の情報システムに対して品質、費用、納期（QCD）に関わる評価や
指導、及び改善活動を推進した実績があるか。

2.3.1

・進捗管理方法の記載を求める。
・本調達の全体管理業務を理解したうえで、具体的な進捗管理単位・管
理方法の記載を求める。

３　作業の実施内容
　表４ xiii プロジェクト運営
４　作業の実施体制・方法
　(４) 作業の管理に関する要領

5 2 3

・WBS単位での進捗管理、及び実現性が説明されているか。 ・進捗管理の方法に工夫があり、実現に妥当性が認められるか。

2.4.1

・課題管理方法の記載を求める。
・本調達の全体管理業務を理解したうえで、具体的な課題管理方法の記
載を求める。

３　作業の実施内容
　表４ ⅹ 課題管理・対策、xiii プロジェクト運営
４　作業の実施体制・方法
　(４) 作業の管理に関する要領

5 2 3

・課題管理方法の具体的な手順・体制・報告様式が記載されているか。 ・課題管理の方法に工夫があり、実現に妥当性が認められるか。

2.5.1

・コミュニケーション管理方法の記載を求める。
・本調達の全体管理業務を理解したうえで、具体的なコミュニケーション管
理方法の記載を求める。

３　作業の実施内容
　(３) 定例会等の実施
４　作業の実施体制・方法
　(４) 作業の管理に関する要領

5 2 3

・業務委託内容の円滑な運営を図るため、本機関との密な連絡を実行す
るための具体的な会議体、会議の目的や参加者、開催頻度等について具
体的な説明がされているか。

・コミュニケーション管理の方法に工夫があり、実現に妥当性が認められる
か。

100 30 70

提案書の目次

提案要求事項 入札仕様書の該当項目

得点配分 評価基準

2.1　スケジュール

2.2　実施体制及び受託者のスキル

2.3　進捗管理

2.4　課題管理

2.5　コミュニケーション管理

提案書頁
番号

1   業務委託の目的、内容
1.1　業務委託目的

1.2　業務委託内容

2   プロジェクト管理及び実施体制
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本書は、「ＯＣＣＴＯ－ＰＭＯ２０２５年度活動の支援業務委託」に係る評価手順を取

りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。 

 

第 1章 落札方式及び得点配分 

1.1 落札方式 

次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた

数値の最も高い者を落札者とする。 

① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

② 別添「評価項目一覧」に記載される評価項目のうち評価区分が必須とされた項目を、

全て満たしていること。 

 

1.2 総合評価点の計算 

 

総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点 

 

技術点＝基礎点 ＋ 加点 

価格点＝価格点の配分(※1) × （ 1.0 － 入札価格 ÷ 予定価格) 

※1なお、技術点の配分と価格点の配分は、１：１とする。 

 

1.3 得点配分 

技術点に関し、必須及び任意項目の配分を 100点、価格点の配分を 100点とする。 

 
 

技術点 100点 

価格点 100点 

 

 

第 2章 評価の手続き 

2.1 一次評価 

まず、別添「評価項目一覧」の「評価項目」の評価区分が必須の項目について、以下の

基準により一次判定を行う。一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行

う。 

・「提案書頁番号」に提案書の頁番号が記入されていること。 

・「評価項目」の基礎点の得点に 0点で採点された項目が無いこと。（入札会社が 8者

以上の場合、事前に機関内で当該判定を実施する。） 

 

2.2 二次評価 

「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「3 評価項目の加点方法」にて記す評

価基準に基づき採点を行う。この際、別添「評価項目一覧」に記載される「評価項目」の

うち必須とされた項目について基礎点の得点が 0となった場合、その応札者を不合格とす

る。複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果（点数）を合計し、それを平均

して技術点を算出する。 
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2.3 総合評価点の算出 

以下を合計し、総合評価点を算出する。 

① 「2.2    二次評価」により与えられる技術点 

② 入札価格から、「1.2   総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点 

③ 技術点及び価格点に小数点第２位以下の端数を生じた場合は切り捨てとする。 

 

 

第 3章 評価項目の加点方法 

3.1 評価項目得点構成 

評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて評価項目毎の得

点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧」の「得点配

分」欄を参照) 

 

3.2 基礎点評価 

基礎点は、評価項目の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には

評価基準の基礎点の基準を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足してい

ない場合は 0点となる。応札者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足するこ

とを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札

者は不合格となる。各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「評価項目一

覧」にて｢評価基準｣として示している。 

 

3.3 加点評価 

加点は、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事

項の加点を評価する際の観点は、別添「評価項目一覧」にて｢評価基準｣として示してい

る。 



「OCCTO-PMO２０２５年度活動の支援業務委託」に関する質問等

電力広域的運営推進機関

No. 質問日
質問者

（会社名、所属、役職、氏名）
仕様書等該当箇所

（ページ、項目等）
質　問

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



 

 
 

 

機密保持に関する誓約書 

電力広域的運営推進機関 

理事長  大山 力 殿 

2025年  月  日 

会社名                    

     住所                    

氏名                  印 

 

 

当社は、「OCCTO-PMO 2025年度活動における支援業務委託」の入札（以下、「本入札」とい

う。）に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します。 

 

１．本誓約における機密情報とは、電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」という。）が 

開示する次の情報とする。 

添付資料 

「OCCTO-PMO 2024年度活動成果物一式」 

 

２．当社は、広域機関から開示された機密情報を本入札の提案の目的にのみ使用するものとし、 そ

の他の目的には使用しないものとする。 

３．当社は、広域機関から開示された機密情報を本入札の提案のために知る必要のある自己の役員、

従業員以外に開示、閲覧等させないものとする。  

４．当社は、広域機関から開示された機密情報を第三者に開示または漏えいしないものとする。 

５．当社は、本入札の提案に当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる場合には、広域機関

の事前承諾を得た上で、当該第三者に開示するものとする。 

６．当社は、前項により、機密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同様の機密保持誓約をさせ

るものとする。 

７．当社は、本入札の提案に当たって機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員に本誓約の内

容を遵守させるものとする。 

８．当社又は５．で定める第三者が、本誓約のいずれかの事項に違反した場合、又は漏えい等の事

故により広域機関に損害を与えた場合には、当社は、広域機関が被った損害の賠償をするもの

とする。 
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